
 ゴーエン美浦利⽤料⾦ 
 【⼊ 所】                       2024.8.1改正 

 ◎⼊所基本料⾦（１⽇につき） 

 要介護度 
 多床室  個 室 

 介護費⽤  居住費  介護費⽤  居住費  特別な室料 

 要介護度１  ７９３円 

 ４４０円 

 ７１７円 

 １７３０円  ※３６０円 

 要介護度２  ８４３円  ７６３円 

 要介護度３  ９０８円  ８２８円 

 要介護度４  ９６１円  ８８３円 

 要介護度５   １０１２円  ９３２円 

 ★  ⼊所後３０⽇間は１⽇につき初期加算(Ⅱ)６０円が加算されます。 

 ◎⾷ 費（１⽇につき） 

 朝 ⾷  昼 ⾷  ⼣ ⾷  おやつ 

 ４５０円  ６７０円  ６６０円  １２０円 

 ★ 療養⾷加算  １回につき６円が加算されます。 

 (病状に応じ主治医により特別な⾷事提供が必要と認められた場合に加算されます。) 

 ◎加算料⾦ 

 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)          （⼊所後３ヶ⽉以内）  ２５８円/１⽇ 

 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算  ３３円/１⽉ 

 ⾃⽴⽀援促進加算  ３００円/１⽉ 

 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  ６円/１⽇ 

 ⼝腔衛⽣管理加算(Ⅰ)  ９０円/１⽉ 

 ⼝腔衛⽣管理加算(Ⅱ)  １１０円/１⽉ 

 所定疾患施設療養費（Ⅰ）  ２３９円/１⽇ 

 再⼊所時栄養連携加算  ２００円/１回 

 経⼝移⾏加算   (経管栄養の⽅を対象とし、医師の指⽰に基づき経⼝摂取を⾏う場合）   ２８円/1⽇ 

 経⼝維持加算（Ⅰ）  ４００円/１⽉ 

 経⼝維持加算（Ⅱ）  １００円/１⽉ 

 外泊時費⽤      （１ヶ⽉に６⽇を限度に⼊所基本料⾦に代えて算定）  ３６２円/１⽇ 

 ⼊所前後訪問指導加算（Ⅰ）  ４５０円/１回 

 ⼊所前後訪問指導加算（Ⅱ）  ４８０円/１回 

 退所時等⽀援加算     試⾏的退所時指導加算 

              退所時情報提供加算(Ⅰ) 

              退所時情報提供加算(Ⅱ) 

              退所時栄養情報関連加算 

              ⼊退所前連携加算(Ⅰ) 

              ⼊退所前連携加算(Ⅱ) 

              訪問看護指⽰加算 

 ４００円/１回 

 ５００円/１回 

 ２５０円/１回 

 ７０円/１回 

 ６００円/１回 

 ４００円/１回 

 ３００円/１回 

 緊急時治療管理      (救命救急医療を実施した場合に算定)  ５１８円/１⽇ 

 若年性認知症⼊所者受⼊加算  １２０円/１⽇ 

 認知症⾏動・⼼理症状緊急対応加算  ２００円/１⽇ 

 認知症情報提供加算  ３５０円/１回 

 地域連携診療計画情報提供加算  ３００円/１回 

 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)   ３円/１⽉ 

 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)  １３円/１⽉ 

   

 排せつ⽀援加算(Ⅰ) 

 排せつ⽀援加算(Ⅱ) 

 排せつ⽀援加算(Ⅲ) 

 １０円/１⽉ 

 １５円/１⽉ 

 ２０円/１⽉ 

 安全対策体制加算  ２０円/１回 

 協⼒医療機関連携加算  １００円/１⽉ 

 ⾼齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)   １０円/１⽉ 



 ⾼齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)    ５円/１⽉ 

 新興感染症等施設療養費  (⽉１回５⽇間まで)  ２４０円/１⽇ 

 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)  ４０円/１⽉ 

 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)  ６０円/１⽉ 

 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）  介護保険⼀部負担⾦に７.１％相当の加算 

 ⾝体拘束廃⽌未実施減算  所定単位数の10％を減算 

 業務継続計画未実施減算  所定単位数の3.0％を減算 

 ⾼齢者虐待防⽌措置未実施減算  所定単位数の1.0％を減算 

 ◎その他の料⾦ 

 ⽇⽤品費  １⽇当たり    ２０６円 

 教養娯楽費  １⽇当たり    ２０６円 

 洗濯代 

 ⼩       ５０円（靴下 タオル等） 

 中      １００円（下着類 ラバーシーツ等） 

 ⼤      ２００円（バスタオル パジャマ トレーナー 

 等） 

 特⼤     ３００円（はんてん等） 

 理美容代  １回当たり      ２，０００円 

 ※個⼈持ち込み機器等の電気料  １⽇１製品につき     １００円 

 ⾦銭管理・事務⼿続き費  １ヶ⽉        １，０００円 

 ●  個⼈的に必要とし、希望する品物に対して実費相当負担⾦がかかります。 

 ●  当施設指定の布オムツ、紙オムツ以外を利⽤されている場合等 

 ●  所得に応じて負担軽減制度がありますので、対象になる⽅は減額認定証をお持ちください。 

 ● ※印の料⾦には消費税が加算されます。 


